
 

 

令和４年５月２６日開催 ｢定例公安委員会｣ 

 

 

 

１１１   包包包括括括的的的案案案件件件   

〈報告事項〉 

（１）福井県警察における特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況等 

県警察から、福井県警察における特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況等につ

いて報告があった。 

 

委員から、「令和３年は交通事故死亡者数の過去最少を更新するなどの大きな成果を

達成した中で、男性職員の配偶者出産休暇や育児休業取得率の目標等を達成できたこと

は、計画に対して真摯に取り組んだ結果だと思う。」との発言があった。 

 

委員から、「ストーカーや性犯罪等女性が巻き込まれる事件は依然として高い水準で

推移しており、女性警察官は捜査や被害者からの相談に欠かせない存在であると思う。

仕事と家庭を両立できる職場環境を整備していくことは、犯罪被害者等への心情に配意

した対応にも繋がると思う。」との発言があった。 

 

委員から、「令和３年に策定された行動計画に基づいて、各種取組を積極的に推進さ

れ、各項目において目標達成されてきたことに対して敬意を表したい。今後は女性登用

の面で、世界と比較すると目標値のハードルを上げていく必要があると思う。」との発

言があった。 

 

（２）春の子ども安全対策推進期間の実施結果 

県警察から４月に実施した春の子ども安全対策推進期間の結果について報告があっ

た。 

 

委員から、「先日、アメリカで高校生が銃を乱射して小学生が亡くなったという非常

に恐ろしい事件があった。日本ではこのような事件はないにしても、子ども達が巻き込

まれる事件・事故に対して、関係機関や地域全体と連携しながら対処していかなければ

ならないと思う。」との発言があった。 

 

委員から、「小さな子ども達を犯罪から守るため、情報共有体制の中に保育施設を加

えたことは、とても良いことだと思う。自転車の条例に関しては、様々なメディアを活

用して周知を図っていただきたい。」との発言があった。 



 

委員から、「子どもに対する安全対策を１か月余りにわたって実施していただいたこ

とに感謝申し上げる。サイバー空間において我々が経験したことがないような犯罪に、

子ども達が巻き込まれるおそれは十分に考えられるので、新たな取組は必要になると思

う。」との発言があった。 

 

２２２   個個個別別別決決決裁裁裁等等等   

・少年指導委員の辞職 

令和３年４月１日から委嘱している少年指導委員のうち、４名の辞職について説明を受

け、承認した。 

 

３３３   運運運転転転免免免許許許ののの処処処分分分関関関係係係   

本日（５月２６日）実施した道路交通法違反等に関する意見の聴取等５件の実施結果と

処分内容に関する説明を受け、原案のとおりこれを決定した。 

 


